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報告第２号 

 

臨時代理につき承認を求めることについて 

（令和７年生駒市議会第２回（３月）定例会提出議案の意見について） 

 

令和７年生駒市議会第２回（３月）定例会提出議案の意見について、教育委員

会を招集するいとまがなかったため、生駒市教育委員会教育長に対する事務委

任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教育委員会規則第６号）第５条第２

項の規定により、令和７年２月１９日に臨時に代理したので、これを報告し、

承認を求める。 

 

  令和７年２月２５日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 

 

【提出議案】 

 ・令和６年度生駒市一般会計補正予算（第１０回） 

 ・生駒市就学指導委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

 ・生駒市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び生駒

市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 
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議案第 20 号  

 

生駒市就学指導委員会条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和７年３月４日 

生駒市長 小 紫 雅 史  

 

   生駒市就学指導委員会条例の一部を改正する条例 

生駒市就学指導委員会条例（平成２４年１０月生駒市条例第３６号）の一

部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

生駒市教育支援委員会条例 

 第１条中「就学指導を」を「教育支援を」に、「生駒市就学指導委員会」

を「生駒市教育支援委員会」に改める。 

 第２条中「、程度」を「及び程度、就学先、就学後の支援」に改める。 

 第１０条を第１１条とする。 

第９条中「委員」の次に「及び調査員」を加え、同条を第１０条とし、第

８条の次に次の１条を加える。 

（調査員） 

第９条 委員会に、障害のある児童及び生徒等への訪問調査を行うため必要

があるときは、調査員を置くことができる。 

２ 調査員は、教育委員会が任命する。 
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３ 調査員は、当該訪問調査が終了したときは、解任されるものとする。 

   附  則  

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第 22 号 

 

生駒市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

及び生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和７年３月４日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び生

駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

（生駒市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正） 

第１条 生駒市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２６年１２月生駒市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項第１号中「を行う」を「（次項において「保育内容支援」とい

う｡)を実施する」に改め、同項第３号中「第４項第１号」を「第６項第１号」

に改め、同条中第５項を第７項とし、第４項を第６項とし、第３項各号列記以

外の部分を次のように改める。 

前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る連

携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定めるものをいう。 
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第６条第３項第１号中「当該」を削り、「第２７条に規定する小規模保育事

業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号にお

いて「小規模保育事業Ａ型事業者等」という｡)」を「小規模保育事業Ａ型事業

者等」に改め、同項を同条第５項とし、同条第２項中「全てを満たすと認める

」を「いずれかを満たす」に、「前項第２号」を「第１項第２号」に改め、同

項各号を次のように改める。 

(1) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場合に

は、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。 

ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の

分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにする

ための措置が講じられていること。 

(2) 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促進の

ために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく

困難であること。 

第６条中第２項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加える。 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施設の

確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全

てを満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないこととすること

ができる。 

(1) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保するこ

と。 

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの役

割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 
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イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないように

するための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第２７条に規定する小規模保育

事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５

項において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という｡)であって、第１項第１

号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。 

第１６条第１項第２号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加える。 

附則第３条中「第６条第１項本文」を「第６条第１項」に、「１０年」を「

１５年」に改める。 

（生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部改正） 

第２条 生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例（平成２６年１２月生駒市条例第４２号）の一部を次のように改

正する。 

第３７条第１項中「第４２条第３項第１号」を「第４２条第３項」に改め

る。 

第４２条第１項中「第５項」を「第７項」に改め、同項第１号中「を行う」

を「（次項において「保育内容支援」という｡)を実施する」に改め、同項第３

号中「第４項第１号」を「第６項第１号」に改め、同条中第９項を第１１項と

し、第４項から第８項までを２項ずつ繰り下げ、第３項各号列記以外の部分を

次のように改める。 

前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る連

携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定めるものをいう。 

第４２条第３項第１号中「当該」を削り、「小規模保育事業Ａ型若しくは小
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規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号において「小規模保育

事業Ａ型事業者等」という｡)」を「小規模保育事業Ａ型事業者等」に改め、同

項を同条第５項とし、同条第２項各号列記以外の部分中「全てを満たすと認め

る」を「いずれかを満たす」に、「前項第２号」を「第１項第２号」に改め、

同項各号を次のように改める。 

(1) 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した場合に

は、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。 

ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割

の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにする

ための措置が講じられていること。 

(2) 市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保の促進

のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著し

く困難であること。 

第４２条中第２項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加える。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る連携施設

の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の

全てを満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないこととするこ

とができる。 

(1) 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保するこ

と。 

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの

役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないように
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するための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業Ａ型若しくは小

規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項において「小規模

保育事業Ａ型事業者等」という｡)であって、第１項第１号に掲げる事項に係

る連携協力を行うものをいう。 

附則第４条中「１０年」を「１５年」に改める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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報告第３号 

 

令和７年生駒市議会第１回（１月）臨時会提出議案の結果について 

 

 令和７年生駒市議会第１回（１月）臨時会提出議案の結果について、生駒市

教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教

育委員会規則第６号）第６条第１号の規定により、次のとおり報告する。 

 

  令和７年２月２５日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 

 

【提出議案】 

 ・令和６年度生駒市一般会計補正予算（第９回） 

 

【審議経過】 

  令和７年１月２１日 開会 

  令和７年１月２７日 予算委員会 

令和７年１月２９日 再開 

 

【結果】 

  原案のとおり可決 
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議案第４号 

 

生駒市教育情報セキュリティ基本方針及び生駒市教育情報セキュリティ

対策基準の策定について 

 

 生駒市教育情報セキュリティ基本方針及び生駒市教育情報セキュリティ対策

基準の策定ついて、生駒市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則

（昭和６０年４月生駒市教育委員会規則第６号）第２条第１号の規定により、

別冊のとおり提出する。 

 

  令和７年２月２５日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 
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議案第５号 

 

生駒市不登校支援ビジョンの策定について 

 

 生駒市不登校支援ビジョンの策定について、生駒市教育委員会教育長に対す

る事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教育委員会規則第６号）第

２条第１号の規定により、別冊のとおり提出する。 

 

  令和７年２月２５日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 
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議案第６号 

 

令和７年度予算編成について 

 

 令和７年度予算編成について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号）第２９条の規定により、教育委員会の意見を求める。 

 

  令和７年２月２５日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子
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議案第７号 

 

   令和７年度生駒市学校教育の目標について 

 

令和７年度生駒市学校教育の目標について、生駒市教育委員会教育長に対す

る事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教育委員会規則第６号）第

３条の規定により、別冊のとおり提出する。 

 

  令和７年２月２５日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 
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議案第８号 

 

令和７年度第３次生駒市教育大綱アクションプランの策定について 

 

 令和７年度第３次生駒市教育大綱アクションプランの策定について、別 冊 の と

お り 提 出 す る 。  

 

  令和７年２月２５日 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 
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議案第３０号 

 

生駒南小学校・生駒南中学校整備事業に関する基本計画の策定について 

 

生駒南小学校・生駒南中学校整備事業に関する基本計画の策定について、生駒

市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教

育委員会規則第６号）第２条第１号の規定により、別冊のとおり提出する。 

 

  令和７年２月２５日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 
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